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　釜戸小学校には、学校の教育目標を子供たちのめあてとして具体化した「６つの
宝」があります。それは、「・堂々発表　・いつでも読書　・笑顔のあいさつ　・ピカピ
カ掃除　・元気な外遊び　・自分で健康・安全」です。今年度は、「広げよう　かが
やく６つの宝」を児童会のスローガンに掲げました。今よりももっといい自分、いい
釜戸小になるよう、日々、がんばって６つの宝を磨いています。

ア　堂々発表
　集会ではいろいろな発表があります。委員会や
主張大会の発表、合唱の発表など、子供たちが堂
々と発表しています。

イ　いつでも読書
　読書の時間を子供たちは楽しみにしています。
図書委員、母親、先生方の読み聞かせも行ってい
ます。

ウ　笑顔のあいさつ
　毎朝、児童玄関前では「おはようございます。」と
いう明るい元気なあいさつの声が響いています。

エ　ピカピカ掃除
　学校をピカピカにしようと、一人でも黙々と掃除
に取り組みます。

カ　自分で健康・安全
　事前予告なしに行った命を守る訓練では、先生
がいなくても高学年が低学年を指示して並ばせる
など、考えて行動しました。

オ　元気な外遊び
　子供たちは外で遊ぶのが大好きです。ロング昼休みには、
運動委員が企画した遊びで全校が元気に仲良く遊びます。



　夏の果実であるびわが花を咲かせるのは真冬。12月から2月頃、枝先に身を
寄せ合うようにしていくつものつぼみをつけ、黄白色の可憐な花が一輪また一輪
と開きます。つぼみは薄茶色のうぶ毛に覆われているので目立たず、開花して、よ
うやく花と分かるような控え目な風情。寒さの中でひっそりと咲く「びわの花」は俳
句にもよく用いられる冬の季語です。また、花言葉は「密かな告白」。派手さはは
ありませんが、越冬するミツバチなどの貴重な蜜源で、花が朽ちた後、実が膨らみ
はじめます。ちなみに「桃栗三年柿八年」の続きには「びわは早くて13年」とも。
実生でも育ちやすく、比較的タフな植物ですが、花と実を楽しむには13年ほどか
かります。～冬に花咲く夏の果実～

「 びわの花 」

　薄紙のような花は、清楚にして華やか。朝に開いて夜にはしおれるはなさ

も手伝ってか、昔から美人の代名詞です。人に限らず、美の形容としても使

われ、富士山の別名にもなっています。なお、古くは芙蓉が蓮を指した場合

もあったとか。そこで、区別するために「木芙蓉」とも言われます。落葉低木

で、日当たりが良ければ手入れをしなくても枝を茂らせ、毎年、夏の暑い盛り

にも次 と々開花。また、茎の繊維は強靭で、地方によっては、かつて漁網や

鼻緒、籠などを編む材料として利用されました。繊細な花とは裏腹に、生命

力が強く、実用にもなるたくましい植物です。暑くても涼しい顔で咲くのは、そ
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岐阜県には現在、55の道の駅があり、全国でも北海道に次いで２番目の多さです。
地域の特性を生かしたそれぞれの魅力をご紹介していきます。ぎふ

～地域の魅力あふれるオアシスへ～

美濃焼を通した楽しさ満載「どんぶり会館」
住 所 TEL 営業時間土岐市肥田町肥田286-15

定休日 火曜・12/30～1/1HP http://www.donburi-kaikan.com
0572-59-5611 9:00～17:45（冬季は17:00まで）

アクセス 東海環状自動車道・土岐南多治見ＩＣから県道661号線経由で約９㎞

★

　どんぶり型にデザインされた道の駅「土岐
美濃焼街道　どんぶり会館」。眼下に池や遊歩
道を望む高台にあり、晴れれば御岳や中央ア
ルプスまで見渡せて、ロケーション抜群。屋上
には無料の双眼鏡も設置されています。
　広々とした館内のメインは、地域特産の美
濃焼。土岐市内のメーカー100社以上の多彩
な商品を、産地価格で販売しています。地階に
は陶芸教室があり、手びねりによる作陶体験、

素焼きへの絵付け体験が随時可能なほか、予約制で
電動ろくろによる作陶体験もできます。
　２階には開放的なレストランがあり、コーヒーか紅
茶のモーニングは、ドリンク代のみでボリュームたっ
ぷり。日によって変わる内容もお楽しみです。器が選
べて持ち帰れる「どんぶりソフトクリーム」も注目の
一品。トッピングの追加も可能です。食事メニューは
麺類やカレー、定食と充実。味ご飯や唐揚げが味わ
える「窯暮れ定食」には、座る暇さえ惜しんだ窯職人
が、一度炊けば三度の食事になる味ご飯をかきこん
だという由来が込められています。併設のパン工房
では菓子パンから総菜パンまで、焼き立てで提供。こ
ちらが目当ての来客も多いとか。シナモンシュガー
の「ジャンボドーナツ」、北海道十勝産の小豆を使っ
た「小倉あんぱん」は、不動の人気です。
　さらに同館の注目ポイントが、全国「道の駅」すぐ

れものコーナー。ほかの道の駅における美濃焼の販売を
通じ、各地の産品を紹介、販売する交流コーナーです。駅
長みずからが全国を回って選んだ逸品ぞろい。思いがけ
ない買い物ができそうです。
　同館では毎月第１土曜の午後２～４時、じゃんけんに
買ったらどんぶりソフトクリームを無料にするなど、趣向を
凝らしたイベントも開催。美濃焼から、さまざまな楽しみが
広がっています。

▲どんぶり型にデザインされた建物

▲ボリュームたっぷりのモーニング

▲直径12㎝の丼に入ったソフトクリーム

▲窯職人にちなんだ「窯暮れ定食」

▲焼き立てパンの芳しい香りが漂う

▲全国の道の駅の逸品がそろう

▲電動ろくろも体験できる陶芸教室

▲多彩な美濃焼を産地価格で提供



学校生協 今とこれ
から

１．組織の状況（9/20現在）

２．損益の状況（9/20現在）

３．財務の状況（9/20現在）

第3回 理事会（11/27）報告
　コンプライアンスに則った組織運営を行い、現職組合員の拡充と
退職組合員の管理を進め、組織の風土改革と活性化をめざします。

（第１号議案）2019年度上期事業報告・決算報告および財務諸表承認に関する件並びに監査報告

上半期の加入者は366名（内、新規採用273名）で、組合員数は17,655名（内、退職組合員2,973名）です。

事業総剰余金は8,565万円で計画比95.8％（376万円減）、前年同期比103.3％（269万円増）になりました。事
業経費は9,628万円になり事業剰余金は1,062万円の損失となりました。（計画比388万円の減、前年度比10万
円の減）。事業外収益及び費用は428万円となり経常剰余金は634万の損失となりました。

総資産は7億3,057万円、出資金額は前年度末より397万円減の2億536万円になりました。平均出資額は
11,632円になりました。

（第２号議案）２０１９年度下期事業計画とその推進に関する件
2019年度（第19次中計初年度）の活動・運営を総括すると共に、第19次中期2年
目の計画(予算)を全職員の英知を結集して策定します。

（第３号議案）「学校生協共同購入事業約款」策定に関する件
民法の一部を改正する法律（2020年4月1日より施行）により、定型約款や関係す
る規則等の策定をします。

所在不明組合員の「自由脱退手続き」について

2020年度の「総代選挙」について
2020年度総代選挙については今年度第4回理事会（2020年2月27日開催予定）において決定します。
詳細は4月初旬に学校生協ホームページにおいて公告いたします。

　次の方々は、現在「連絡してもご返事をいただけないか、行き先不明で連絡が出来ない」所在不明の
組合員さんです。お知り合いの方がお見えになりましたら、ご本人に学校生協宛に至急連絡する旨、お
知らせいただきますようお願いいたします。
2019年12月20日現在所在不明の組合員氏名（敬称略）（2019年3月末退職者掲載）
「大橋淳子、二木誠、矢嶋崇顕、鳥井智世、前川拓己、辻真美子、太田和彦、毛利やすみ、大塚晴生、山口勝巳、昌谷有
紗、土屋真穂、片桐達朗、須田真司」　なお、岐阜県学校生協定款第10条第2項の規程に基づき2018年3月20日までに
所在不明となった組合員の方々は、脱退の申し出があったものとみなし、理事会の承認の上、2020年3月20日の事業年
度末に自由脱退として取り扱いいたします。 　　　　　　　　　　　　お問い合わせ先　総務課　058-272-9511
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「学校生協共同購入事業約款」策定について
　2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」は、2020年4月1日より施行されます。この法律により学
校生協では、定型約款や関係する規則等の策定や見直しを行わなければならなくなりました。それに伴い、岐阜
県学校生協の「学校生協共同購入事業約款」を下記のように策定しましたので、組合員の皆さんにお知らせしま
す。なお、施行日は、2020年3月1日といたします。また、内容についてご不明な点やご質問等がありましたら、学校
生協までご連絡ください。

（目　的）
第１条　この約款は、岐阜県学校生活協同組合（以下
「組合」という。）の共同購入事業の利用（代金
等の支払いを含む）に関するルールを定めます。

（事業の内容）
第２条　共同購入事業とは、商品チラシ及びカタロ
グ（ＷＥＢ上の表示も含む）並びに注文書（以
下、「商品チラシ等」といいます）により提供さ
れた商品情報を基に、注文に応じて商品及びチケ
ット等の証票類（以下「商品等」といいます）を
供給することをいいます。
２　災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情のトラブ
ル、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システ
ムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置
その他の事由により共同購入事業のサービスの全
部または一部の提供を停止することがあります。
この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部
分を除き、共同購入事業のサービスの提供の停止
について、組合は責任を負わないものとします。
３　組合員が共同購入事業を６カ月間以上注文しな
かった場合、または、組合員から共同購入事業の
商品等チラシ等のお届け停止を希望する旨のお申
し出があった場合は、組合は商品等チラシ等のお
届けを停止することができます。

（利　用）
第３条　組合員は、本約款及び関連規程の定めに従
って、前条に定める共同購入事業のサービスを利
用することができます。
２　組合員は、別途の登録を行ったうえで、所定の
WEBページにメールアドレス、パスワード等の
必要事項を入力し、送信することにより、ＷＥＢ
注文システムを利用することができます。WEB
注文システムの利用に関わるルールは、この約款
のほか別途に定めるところによります。
３　組合員は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振
替口座等の事項を変更する必要がある場合、変更

組合員のみなさんへのお知らせ

岐阜県学校生活協同組合共同購入事業約款
の内容を遅滞なく組合に届け出るものとします。

（商品等の注文）
第４条　商品等の注文は、次に定める中から組合員
が選択した方法によって行うものとします。各方
法による注文の締切時期など取扱いの詳細は組合
が別途に定めるところによります。
　　①郵送による注文書の提出
　　②電話による注文
　　③ＦＡＸによる注文
　　④ＷＥＢ注文システムを利用したインターネッ
　　ト注文
　　⑤電子メールによる注文
　　⑥組合職員への注文書提出
２　商品等の注文をいただいた場合、前項に定める
注文方法ごとに次の時点で組合が注文を承諾した
ものとし、売買契約が成立するものとします。
　　①郵送による注文書の場合は、組合が注文書を
　　受理した時
　　②電話による注文の場合は、注文を受けた電話
　　の通話が終了した時
　　③ＦＡＸによる注文の場合は、注文書を組合が
　　受信した時
　　④ＷＥＢ注文システムを利用したインターネッ
　　ト注文の場合は、注文データを組合が受信し
　　た時
　　⑤電子メールによる注文の場合は、組合が電子
　　メールを受信した時
　　⑥組合職員への注文書提出の場合は、組合職員
　　が注文書を受理した時
３　次の場合は組合員本人による注文があったとみ
なします。
　　①組合員の氏名及び組合員番号が記載された注
　　文書が郵送により提出された場合
　　②組合が定めた方法により組合員本人であると
　　確認した上で電話による注文を受けた場合
　　③組合員の氏名及び組合員番号を記載した注文
　　書面をＦＡＸで受信した場合

　　④組合員に交付したＩＤ・パスワードによる認
　　証を経たインターネット注文データを、組合
　　が受信した場合
　　⑤組合員の氏名及び組合員番号の記載がある電
　　子メールの注文を組合が受信した場合
　　⑥組合員の氏名及び組合員番号の記載された注
　　文書を組合職員へ提出された場合
４　組合員は、注文後３日以内であれば注文をキャ
ンセルすることができます。３日経過以降に注文
をキャンセルする場合は、別途組合と相談するも
のとします。

（利用制限）
第５条　転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とし
た商品等の購入は一切できません。
２　２０歳未満の組合員による酒類の購入はできま
せん。
３　次の場合には、組合から、電話等による確認、
数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの
要請、売買契約の解除などの対応を任意に行うこ
とができるものとします。
　　①１ヵ月間の注文金額が、次項に規定する利用
　　金額の限度を超えることとなる注文を受けた
　　場合
　　②受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用
　　限度を超えると生協が判断した場合
４　共同購入事業の利用限度額は、別途に定める
「組合員の事業利用と利用代金等支払いに関する
規則」の範囲内とし、限度額の引き上げを希望す
る場合は別途組合と相談するものとします。

（利用停止）
第６条　利用停止とは、共同購入事業の商品チラシ
等の配付、注文の受付、商品等のお届けを停止す
ることを意味します。
２　共同購入事業の利用停止を希望する組合員は組
合に連絡するものとし、組合はお申し出に従って
利用停止を行います。
３　次の場合には、組合員からのお申し出がなくて
も組合側から任意に利用停止を行うことができる
ものとします。これに加えて、組合が必要と認め
るときは、既に受けた注文に関して売買契約を任
意に解除することができるものとします。
　　①転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とした
　　商品等の購入を行っていたことが、判明した
　　場合
　　②正当な理由なく繰り返して大量に返品を行っ
　　た場合

　　③未成年や高齢者である組合員から、商品等の
　　種類・数量・金額等に関して適当でない注文
　　が行われている等の理由に基づき、法定代理
　　人、ご家族や行政担当者によるお申し出があ
　　った場合
　　④利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義
　　人から引落し停止のお申し出があり、利用者
　　に連絡しても連絡がつかない場合や登録口座
　　やお支払方法を変更いただけなかった場合
　　⑤商品等の代金等が所定の期日を越えて入金さ
　　れない場合
　　⑥組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支
　　払いを怠ったことがある場合など、代金等のお
　　支払いに不安があると組合が判断した場合
　　⑦この約款等に定める組合の共同購入事業のサ
　　ービスの利用条件に合わず、円滑な共同購入
　　事業のサービス利用が困難と想定されると組
　　合が判断した場合
　　⑧過剰な要求など組合とのトラブルが多い場合、
　　その他共同購入事業のサービスの円滑な提供
　　に支障が想定されると組合が判断した場合
４　前項のほか、1か月の利用金額が利用限度額に
達した場合も、商品チラシ等の配付や商品等の注
文を任意に停止することができるものとします。
この場合は、次の月に入ったときに共同購入事業
のサービスを再開します。

（商品等のお届け）
第７条　商品等の配達場所は、①組合員の所属にお
届けする「所属配達」、②組合員の自宅にお届け
する「自宅配達」、③組合員が指定する「指定先
配達」の３通りがあります。
２　組合は、配達場所に応じて、別途に定める送料
を申し受けます。
３　所属配達の場合は、各所属先が商品等を受領し
た時に、引渡しが完了し所有権が移転するものと
します。
４　自宅配達の場合は、各組合員が商品等を受領し
た時、指定先配達の場合は、各指定先が商品等を
受領した時に、引渡しが完了し所有権が移転する
ものとします。

（商品等のお届けができない場合）
第８条　災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情の
トラブル、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行
為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の
処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅
延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量

不足、注文の著しい増加その他の事由によって注
文通りの商品等のお届けができない場合がありま
す。
２　第１項の場合、組合の任意の判断により、お届
け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け
分量の削減、組合の定めたルールによる代替品の
提供によって対応することができるものとしま
す。これらの事情については、原則としてお届け
明細書、電話・ＦＡＸ、電子メール等の電磁的方
法によりお知らせするものとし、代金等の返金等
が発生する場合は、原則として代金等からの減額
若しくは組合員の指定する口座への振込により行
います。
３　第２項の対応のうち、代替品の提供について事
前にご同意いただいていない場合、組合員は、組
合による代替品の提供から７日以内に代替品を返
品することができます。この場合、注文した商品
等は提供できなかったものとして、原則として代
金等からの減額若しくは組合員の指定する口座へ
の振込により代金等の返金等を行います。
４　第１項・第２項・第３項による対応について、
組合は原則として第２項・第３項に定める返金等
の他に責任を負わないものとします。

（お届けした商品等に問題がある場合）
第９条　お届けした商品等が不良品である場合、注
文と相違している場合、商品チラシ等と相違して
いる場合には、交換または返品によって対応しま
す。返品の場合は、原則として代金等からの減額
若しくは組合員の指定する口座への振込により代
金等の返金等を行います。
２　第１項以外の場合でも、正月食品など特定の時期
に届かなければ著しく価値が低下する商品等につ
いて、納品が予定の時期より遅れた場合には、組
合員は売買契約を解消し、組合からの連絡に沿っ
て返品を行うことによって、原則として代金等か
らの減額若しくは組合員の指定する口座への振込
により代金等の返金等を受けることができます。
３　第１項・第２項による対応について、組合は商
品等により組合員に直接かつ現実に発生した損害
がある場合を除き、第１項・第２項に定める返金
等の他に責任を負わないものとします。

（組合員の都合による返品）
第１０条　第９条に定める場合を除き、返品するこ
とができません。
２　第１項によれば返品ができない場合であって
も、やむを得ない事情があると組合が認めたとき

には、返品を受け付ける場合があります。
３　返品を受け付けた場合、原則として代金等から
の減額若しくは組合員が岐阜県教職員事務センタ
ーに登録の口座へ振込により代金等の返金等を行
います。

（請求書）
第１１条　請求書の金額その他の項目に疑義がある
場合、期限までに支払いができない場合には、組
合員はあらかじめ組合に連絡し、支払方法等を含
む以後の対応について協議するものとします。

（利用代金等・遅延損害金等の支払方法）
第１２条　組合が別途に定める「組合員の事業利用
と利用代金等支払いに関する規則」によるものと
する。

（協議解決）
第１３条　この約款及び関連する規程等に関し、適
用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関す
る問題が生じた場合は、組合員と組合が双方誠意
をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解
決を図るものとします。

（管轄裁判所）
第１４条　組合員と組合との間で裁判上の争いにな
ったときは、組合の主たる事務所の所在地を管轄
する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専
属的合意管轄裁判所とします。

（約款の変更）
第１５条　組合は、共同購入事業のサービスの充
実・合理化、組合員の便宜向上、社会経済状況の
変化への対応その他共同購入事業の円滑な実施の
ため必要がある場合に、この約款を変更すること
ができます。
２　第１項の場合、組合は、この約款を変更する旨、
変更後の約款の内容および変更の効力発生日につ
いて、変更の効力発生日までの間に次に定める方
法を適宜活用して、組合員への周知を図ります。
　　①組合員への配付（機関紙等）
　　②ホームページへの記載
　　③事務所での掲示
　　④その他の組合が定める適切な方法

附　則
（施行期日）
この約款は、２０２０年３月１日から施行する。
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（目　的）
第１条　この約款は、岐阜県学校生活協同組合（以下
「組合」という。）の共同購入事業の利用（代金
等の支払いを含む）に関するルールを定めます。

（事業の内容）
第２条　共同購入事業とは、商品チラシ及びカタロ
グ（ＷＥＢ上の表示も含む）並びに注文書（以
下、「商品チラシ等」といいます）により提供さ
れた商品情報を基に、注文に応じて商品及びチケ
ット等の証票類（以下「商品等」といいます）を
供給することをいいます。
２　災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情のトラブ
ル、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システ
ムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置
その他の事由により共同購入事業のサービスの全
部または一部の提供を停止することがあります。
この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部
分を除き、共同購入事業のサービスの提供の停止
について、組合は責任を負わないものとします。
３　組合員が共同購入事業を６カ月間以上注文しな
かった場合、または、組合員から共同購入事業の
商品等チラシ等のお届け停止を希望する旨のお申
し出があった場合は、組合は商品等チラシ等のお
届けを停止することができます。

（利　用）
第３条　組合員は、本約款及び関連規程の定めに従
って、前条に定める共同購入事業のサービスを利
用することができます。
２　組合員は、別途の登録を行ったうえで、所定の
WEBページにメールアドレス、パスワード等の
必要事項を入力し、送信することにより、ＷＥＢ
注文システムを利用することができます。WEB
注文システムの利用に関わるルールは、この約款
のほか別途に定めるところによります。
３　組合員は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振
替口座等の事項を変更する必要がある場合、変更

の内容を遅滞なく組合に届け出るものとします。

（商品等の注文）
第４条　商品等の注文は、次に定める中から組合員
が選択した方法によって行うものとします。各方
法による注文の締切時期など取扱いの詳細は組合
が別途に定めるところによります。
　　①郵送による注文書の提出
　　②電話による注文
　　③ＦＡＸによる注文
　　④ＷＥＢ注文システムを利用したインターネッ
　　ト注文
　　⑤電子メールによる注文
　　⑥組合職員への注文書提出
２　商品等の注文をいただいた場合、前項に定める
注文方法ごとに次の時点で組合が注文を承諾した
ものとし、売買契約が成立するものとします。
　　①郵送による注文書の場合は、組合が注文書を
　　受理した時
　　②電話による注文の場合は、注文を受けた電話
　　の通話が終了した時
　　③ＦＡＸによる注文の場合は、注文書を組合が
　　受信した時
　　④ＷＥＢ注文システムを利用したインターネッ
　　ト注文の場合は、注文データを組合が受信し
　　た時
　　⑤電子メールによる注文の場合は、組合が電子
　　メールを受信した時
　　⑥組合職員への注文書提出の場合は、組合職員
　　が注文書を受理した時
３　次の場合は組合員本人による注文があったとみ
なします。
　　①組合員の氏名及び組合員番号が記載された注
　　文書が郵送により提出された場合
　　②組合が定めた方法により組合員本人であると
　　確認した上で電話による注文を受けた場合
　　③組合員の氏名及び組合員番号を記載した注文
　　書面をＦＡＸで受信した場合

　　④組合員に交付したＩＤ・パスワードによる認
　　証を経たインターネット注文データを、組合
　　が受信した場合
　　⑤組合員の氏名及び組合員番号の記載がある電
　　子メールの注文を組合が受信した場合
　　⑥組合員の氏名及び組合員番号の記載された注
　　文書を組合職員へ提出された場合
４　組合員は、注文後３日以内であれば注文をキャ
ンセルすることができます。３日経過以降に注文
をキャンセルする場合は、別途組合と相談するも
のとします。

（利用制限）
第５条　転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とし
た商品等の購入は一切できません。
２　２０歳未満の組合員による酒類の購入はできま
せん。
３　次の場合には、組合から、電話等による確認、
数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの
要請、売買契約の解除などの対応を任意に行うこ
とができるものとします。
　　①１ヵ月間の注文金額が、次項に規定する利用
　　金額の限度を超えることとなる注文を受けた
　　場合
　　②受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用
　　限度を超えると生協が判断した場合
４　共同購入事業の利用限度額は、別途に定める
「組合員の事業利用と利用代金等支払いに関する
規則」の範囲内とし、限度額の引き上げを希望す
る場合は別途組合と相談するものとします。

（利用停止）
第６条　利用停止とは、共同購入事業の商品チラシ
等の配付、注文の受付、商品等のお届けを停止す
ることを意味します。
２　共同購入事業の利用停止を希望する組合員は組
合に連絡するものとし、組合はお申し出に従って
利用停止を行います。
３　次の場合には、組合員からのお申し出がなくて
も組合側から任意に利用停止を行うことができる
ものとします。これに加えて、組合が必要と認め
るときは、既に受けた注文に関して売買契約を任
意に解除することができるものとします。
　　①転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とした
　　商品等の購入を行っていたことが、判明した
　　場合
　　②正当な理由なく繰り返して大量に返品を行っ
　　た場合

　　③未成年や高齢者である組合員から、商品等の
　　種類・数量・金額等に関して適当でない注文
　　が行われている等の理由に基づき、法定代理
　　人、ご家族や行政担当者によるお申し出があ
　　った場合
　　④利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義
　　人から引落し停止のお申し出があり、利用者
　　に連絡しても連絡がつかない場合や登録口座
　　やお支払方法を変更いただけなかった場合
　　⑤商品等の代金等が所定の期日を越えて入金さ
　　れない場合
　　⑥組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支
　　払いを怠ったことがある場合など、代金等のお
　　支払いに不安があると組合が判断した場合
　　⑦この約款等に定める組合の共同購入事業のサ
　　ービスの利用条件に合わず、円滑な共同購入
　　事業のサービス利用が困難と想定されると組
　　合が判断した場合
　　⑧過剰な要求など組合とのトラブルが多い場合、
　　その他共同購入事業のサービスの円滑な提供
　　に支障が想定されると組合が判断した場合
４　前項のほか、1か月の利用金額が利用限度額に
達した場合も、商品チラシ等の配付や商品等の注
文を任意に停止することができるものとします。
この場合は、次の月に入ったときに共同購入事業
のサービスを再開します。

（商品等のお届け）
第７条　商品等の配達場所は、①組合員の所属にお
届けする「所属配達」、②組合員の自宅にお届け
する「自宅配達」、③組合員が指定する「指定先
配達」の３通りがあります。
２　組合は、配達場所に応じて、別途に定める送料
を申し受けます。
３　所属配達の場合は、各所属先が商品等を受領し
た時に、引渡しが完了し所有権が移転するものと
します。
４　自宅配達の場合は、各組合員が商品等を受領し
た時、指定先配達の場合は、各指定先が商品等を
受領した時に、引渡しが完了し所有権が移転する
ものとします。

（商品等のお届けができない場合）
第８条　災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情の
トラブル、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行
為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の
処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅
延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量

不足、注文の著しい増加その他の事由によって注
文通りの商品等のお届けができない場合がありま
す。
２　第１項の場合、組合の任意の判断により、お届
け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け
分量の削減、組合の定めたルールによる代替品の
提供によって対応することができるものとしま
す。これらの事情については、原則としてお届け
明細書、電話・ＦＡＸ、電子メール等の電磁的方
法によりお知らせするものとし、代金等の返金等
が発生する場合は、原則として代金等からの減額
若しくは組合員の指定する口座への振込により行
います。
３　第２項の対応のうち、代替品の提供について事
前にご同意いただいていない場合、組合員は、組
合による代替品の提供から７日以内に代替品を返
品することができます。この場合、注文した商品
等は提供できなかったものとして、原則として代
金等からの減額若しくは組合員の指定する口座へ
の振込により代金等の返金等を行います。
４　第１項・第２項・第３項による対応について、
組合は原則として第２項・第３項に定める返金等
の他に責任を負わないものとします。

（お届けした商品等に問題がある場合）
第９条　お届けした商品等が不良品である場合、注
文と相違している場合、商品チラシ等と相違して
いる場合には、交換または返品によって対応しま
す。返品の場合は、原則として代金等からの減額
若しくは組合員の指定する口座への振込により代
金等の返金等を行います。
２　第１項以外の場合でも、正月食品など特定の時期
に届かなければ著しく価値が低下する商品等につ
いて、納品が予定の時期より遅れた場合には、組
合員は売買契約を解消し、組合からの連絡に沿っ
て返品を行うことによって、原則として代金等か
らの減額若しくは組合員の指定する口座への振込
により代金等の返金等を受けることができます。
３　第１項・第２項による対応について、組合は商
品等により組合員に直接かつ現実に発生した損害
がある場合を除き、第１項・第２項に定める返金
等の他に責任を負わないものとします。

（組合員の都合による返品）
第１０条　第９条に定める場合を除き、返品するこ
とができません。
２　第１項によれば返品ができない場合であって
も、やむを得ない事情があると組合が認めたとき

には、返品を受け付ける場合があります。
３　返品を受け付けた場合、原則として代金等から
の減額若しくは組合員が岐阜県教職員事務センタ
ーに登録の口座へ振込により代金等の返金等を行
います。

（請求書）
第１１条　請求書の金額その他の項目に疑義がある
場合、期限までに支払いができない場合には、組
合員はあらかじめ組合に連絡し、支払方法等を含
む以後の対応について協議するものとします。

（利用代金等・遅延損害金等の支払方法）
第１２条　組合が別途に定める「組合員の事業利用
と利用代金等支払いに関する規則」によるものと
する。

（協議解決）
第１３条　この約款及び関連する規程等に関し、適
用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関す
る問題が生じた場合は、組合員と組合が双方誠意
をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解
決を図るものとします。

（管轄裁判所）
第１４条　組合員と組合との間で裁判上の争いにな
ったときは、組合の主たる事務所の所在地を管轄
する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専
属的合意管轄裁判所とします。

（約款の変更）
第１５条　組合は、共同購入事業のサービスの充
実・合理化、組合員の便宜向上、社会経済状況の
変化への対応その他共同購入事業の円滑な実施の
ため必要がある場合に、この約款を変更すること
ができます。
２　第１項の場合、組合は、この約款を変更する旨、
変更後の約款の内容および変更の効力発生日につ
いて、変更の効力発生日までの間に次に定める方
法を適宜活用して、組合員への周知を図ります。
　　①組合員への配付（機関紙等）
　　②ホームページへの記載
　　③事務所での掲示
　　④その他の組合が定める適切な方法

附　則
（施行期日）
この約款は、２０２０年３月１日から施行する。
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（目　的）
第１条　この約款は、岐阜県学校生活協同組合（以下
「組合」という。）の共同購入事業の利用（代金
等の支払いを含む）に関するルールを定めます。

（事業の内容）
第２条　共同購入事業とは、商品チラシ及びカタロ
グ（ＷＥＢ上の表示も含む）並びに注文書（以
下、「商品チラシ等」といいます）により提供さ
れた商品情報を基に、注文に応じて商品及びチケ
ット等の証票類（以下「商品等」といいます）を
供給することをいいます。
２　災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情のトラブ
ル、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システ
ムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置
その他の事由により共同購入事業のサービスの全
部または一部の提供を停止することがあります。
この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部
分を除き、共同購入事業のサービスの提供の停止
について、組合は責任を負わないものとします。
３　組合員が共同購入事業を６カ月間以上注文しな
かった場合、または、組合員から共同購入事業の
商品等チラシ等のお届け停止を希望する旨のお申
し出があった場合は、組合は商品等チラシ等のお
届けを停止することができます。

（利　用）
第３条　組合員は、本約款及び関連規程の定めに従
って、前条に定める共同購入事業のサービスを利
用することができます。
２　組合員は、別途の登録を行ったうえで、所定の
WEBページにメールアドレス、パスワード等の
必要事項を入力し、送信することにより、ＷＥＢ
注文システムを利用することができます。WEB
注文システムの利用に関わるルールは、この約款
のほか別途に定めるところによります。
３　組合員は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振
替口座等の事項を変更する必要がある場合、変更

の内容を遅滞なく組合に届け出るものとします。

（商品等の注文）
第４条　商品等の注文は、次に定める中から組合員
が選択した方法によって行うものとします。各方
法による注文の締切時期など取扱いの詳細は組合
が別途に定めるところによります。
　　①郵送による注文書の提出
　　②電話による注文
　　③ＦＡＸによる注文
　　④ＷＥＢ注文システムを利用したインターネッ
　　ト注文
　　⑤電子メールによる注文
　　⑥組合職員への注文書提出
２　商品等の注文をいただいた場合、前項に定める
注文方法ごとに次の時点で組合が注文を承諾した
ものとし、売買契約が成立するものとします。
　　①郵送による注文書の場合は、組合が注文書を
　　受理した時
　　②電話による注文の場合は、注文を受けた電話
　　の通話が終了した時
　　③ＦＡＸによる注文の場合は、注文書を組合が
　　受信した時
　　④ＷＥＢ注文システムを利用したインターネッ
　　ト注文の場合は、注文データを組合が受信し
　　た時
　　⑤電子メールによる注文の場合は、組合が電子
　　メールを受信した時
　　⑥組合職員への注文書提出の場合は、組合職員
　　が注文書を受理した時
３　次の場合は組合員本人による注文があったとみ
なします。
　　①組合員の氏名及び組合員番号が記載された注
　　文書が郵送により提出された場合
　　②組合が定めた方法により組合員本人であると
　　確認した上で電話による注文を受けた場合
　　③組合員の氏名及び組合員番号を記載した注文
　　書面をＦＡＸで受信した場合

　　④組合員に交付したＩＤ・パスワードによる認
　　証を経たインターネット注文データを、組合
　　が受信した場合
　　⑤組合員の氏名及び組合員番号の記載がある電
　　子メールの注文を組合が受信した場合
　　⑥組合員の氏名及び組合員番号の記載された注
　　文書を組合職員へ提出された場合
４　組合員は、注文後３日以内であれば注文をキャ
ンセルすることができます。３日経過以降に注文
をキャンセルする場合は、別途組合と相談するも
のとします。

（利用制限）
第５条　転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とし
た商品等の購入は一切できません。
２　２０歳未満の組合員による酒類の購入はできま
せん。
３　次の場合には、組合から、電話等による確認、
数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの
要請、売買契約の解除などの対応を任意に行うこ
とができるものとします。
　　①１ヵ月間の注文金額が、次項に規定する利用
　　金額の限度を超えることとなる注文を受けた
　　場合
　　②受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用
　　限度を超えると生協が判断した場合
４　共同購入事業の利用限度額は、別途に定める
「組合員の事業利用と利用代金等支払いに関する
規則」の範囲内とし、限度額の引き上げを希望す
る場合は別途組合と相談するものとします。

（利用停止）
第６条　利用停止とは、共同購入事業の商品チラシ
等の配付、注文の受付、商品等のお届けを停止す
ることを意味します。
２　共同購入事業の利用停止を希望する組合員は組
合に連絡するものとし、組合はお申し出に従って
利用停止を行います。
３　次の場合には、組合員からのお申し出がなくて
も組合側から任意に利用停止を行うことができる
ものとします。これに加えて、組合が必要と認め
るときは、既に受けた注文に関して売買契約を任
意に解除することができるものとします。
　　①転売、賃貸、質入れ及び商行為を目的とした
　　商品等の購入を行っていたことが判明した場
　　合
　　②正当な理由なく繰り返して大量に返品を行っ
　　た場合

　　③未成年や高齢者である組合員から、商品等の
　　種類・数量・金額等に関して適当でない注文
　　が行われている等の理由に基づき、法定代理
　　人、ご家族や行政担当者によるお申し出があ
　　った場合
　　④利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義
　　人から引落し停止のお申し出があり、利用者
　　に連絡しても連絡がつかない場合や登録口座
　　やお支払方法を変更いただけなかった場合
　　⑤商品等の代金等が所定の期日を越えて入金さ
　　れない場合
　　⑥組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支
　　払いを怠ったことがある場合など、代金等のお
　　支払いに不安があると組合が判断した場合
　　⑦この約款等に定める組合の共同購入事業のサ
　　ービスの利用条件に合わず、円滑な共同購入
　　事業のサービス利用が困難と想定されると組
　　合が判断した場合
　　⑧過剰な要求など組合とのトラブルが多い場合、
　　その他共同購入事業のサービスの円滑な提供
　　に支障が想定されると組合が判断した場合
４　前項のほか、1か月の利用金額が利用限度額に
達した場合も、商品チラシ等の配付や商品等の注
文を任意に停止することができるものとします。
この場合は、次の月に入ったときに共同購入事業
のサービスを再開します。

（商品等のお届け）
第７条　商品等の配達場所は、①組合員の所属にお
届けする「所属配達」、②組合員の自宅にお届け
する「自宅配達」、③組合員が指定する「指定先
配達」の３通りがあります。
２　組合は、配達場所に応じて、別途に定める送料
を申し受けます。
３　所属配達の場合は、各所属先が商品等を受領し
た時に、引渡しが完了し所有権が移転するものと
します。
４　自宅配達の場合は、各組合員が商品等を受領し
た時、指定先配達の場合は、各指定先が商品等を
受領した時に、引渡しが完了し所有権が移転する
ものとします。

（商品等のお届けができない場合）
第８条　災害、極度の悪天候、予期せぬ交通事情の
トラブル、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行
為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の
処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅
延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量

不足、注文の著しい増加その他の事由によって注
文通りの商品等のお届けができない場合がありま
す。
２　第１項の場合、組合の任意の判断により、お届
け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け
分量の削減、組合の定めたルールによる代替品の
提供によって対応することができるものとしま
す。これらの事情については、原則としてお届け
明細書、電話・ＦＡＸ、電子メール等の電磁的方
法によりお知らせするものとし、代金等の返金等
が発生する場合は、原則として代金等からの減額
若しくは組合員の指定する口座への振込により行
います。
３　第２項の対応のうち、代替品の提供について事
前にご同意いただいていない場合、組合員は、組
合による代替品の提供から７日以内に代替品を返
品することができます。この場合、注文した商品
等は提供できなかったものとして、原則として代
金等からの減額若しくは組合員の指定する口座へ
の振込により代金等の返金等を行います。
４　第１項・第２項・第３項による対応について、
組合は原則として第２項・第３項に定める返金等
の他に責任を負わないものとします。

（お届けした商品等に問題がある場合）
第９条　お届けした商品等が不良品である場合、注
文と相違している場合、商品チラシ等と相違して
いる場合には、交換または返品によって対応しま
す。返品の場合は、原則として代金等からの減額
若しくは組合員の指定する口座への振込により代
金等の返金等を行います。
２　第１項以外の場合でも、正月食品など特定の時期
に届かなければ著しく価値が低下する商品等につ
いて、納品が予定の時期より遅れた場合には、組
合員は売買契約を解消し、組合からの連絡に沿っ
て返品を行うことによって、原則として代金等か
らの減額若しくは組合員の指定する口座への振込
により代金等の返金等を受けることができます。
３　第１項・第２項による対応について、組合は商
品等により組合員に直接かつ現実に発生した損害
がある場合を除き、第１項・第２項に定める返金
等の他に責任を負わないものとします。

（組合員の都合による返品）
第１０条　第９条に定める場合を除き、返品するこ
とができません。
２　第１項によれば返品ができない場合であって
も、やむを得ない事情があると組合が認めたとき

には、返品を受け付ける場合があります。
３　返品を受け付けた場合、原則として代金等から
の減額若しくは組合員が岐阜県教職員事務センタ
ーに登録の口座へ振込により代金等の返金等を行
います。

（請求書）
第１１条　請求書の金額その他の項目に疑義がある
場合、期限までに支払いができない場合には、組
合員はあらかじめ組合に連絡し、支払方法等を含
む以後の対応について協議するものとします。

（利用代金等・遅延損害金等の支払方法）
第１２条　組合が別途に定める「組合員の事業利用
と利用代金等支払いに関する規則」によるものと
する。

（協議解決）
第１３条　この約款及び関連する規程等に関し、適
用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関す
る問題が生じた場合は、組合員と組合が双方誠意
をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解
決を図るものとします。

（管轄裁判所）
第１４条　組合員と組合との間で裁判上の争いにな
ったときは、組合の主たる事務所の所在地を管轄
する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専
属的合意管轄裁判所とします。

（約款の変更）
第１５条　組合は、共同購入事業のサービスの充
実・合理化、組合員の便宜向上、社会経済状況の
変化への対応その他共同購入事業の円滑な実施の
ため必要がある場合に、この約款を変更すること
ができます。
２　第１項の場合、組合は、この約款を変更する旨、
変更後の約款の内容および変更の効力発生日につ
いて、変更の効力発生日までの間に次に定める方
法を適宜活用して、組合員への周知を図ります。
　　①組合員への配付（機関紙等）
　　②ホームページへの記載
　　③事務所での掲示
　　④その他の組合が定める適切な方法

附　則
（施行期日）
この約款は、２０２０年３月１日から施行する。
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第35回『虹のフェア』を振り返って201
9年度

第３５回飛騨地区虹のフェアの結果について

（1）参加状況 単位：人

年　度
１９年度
１８年度
前年比

組合員
４０４
４１２
98.1％

大　人
１７７
１７９
98.9％

子　供
１８２
１６９
107.7％

合　計
７６３
７６０
100.4％

（2）供給状況 単位：円

供給区分
学校生協
指定店
合計

一人当利用高
ユニセフ募金

供給金額 18年供給金額
1,415,739
1,965,294
3,381,033

8,410
10,659

771,868
951,686

1,723,554
4,183
29,150

183.4％
206.5％
196.1％
201.0％
36.5％

前年比

　運営委員長という責にありながら、直前に体調を崩した（ぎっくり腰）私は、当日行くこともできず、ベッドの上で「今頃は
…。」の状態だったのです。運営に関わってくださった方々、本当に申し訳ありませんでした。しかし、当日参加した知人達から
聞くと、楽しい様子、行ってよかったという感想が伝わります。
　「思いつきで『高いなあ。』と言ったら、『ちゃんと特別な電卓があるんですよ…。』と言って、かなりお値うちにしてくれまし
た。」「アンケートに答えただけで、欲しかった洗剤と柔軟剤がもらえました。」「だんごは、素人の方が焼いたとは思えないほど
おいしかったです。」「フランクフルト。買いに行ったときには売り切れていました。きっと大人気だったん
でしょうね。」「実行委員として子どもコーナーを担当しましたが、かなりの盛況で休む暇もないくらいで
した。」等々。
　何もできませんでしたが、皆様の御協力のおかげで大成功でした。本当にありがとうございました。

飛騨地区運営委員長　可児 慎吾（高山市立本郷小学校長）

　「できるだけ多くの会員の皆様に虹のフェアのことを知っていただき、昨年よ
りも多くの方にご来場いただきたい。」この思いを強くもち、地区ごとに来場目
標人数を掲げ、実行委員一丸となって開催に向けて取り組んできました。おかげ
さまで、昨年より多くの会員の皆様方にご来場いただくことができました。
　当日は、開場前から多くの方々が集まってくださり、開場と同時にお目当ての
ブースに行って様々な買い物を楽しんでいただきました。中には家族３世代で来場してくださった組合員の方もみえて、会場
で懐かしい知り合いの方に出会われ、昔話に花が咲いている様子も見ることがありました。
　こうした様子を見ると、この「虹のフェア」は、世代を越えた人と人の大切な交流の場でもあると感じました。
　子ども向けの遊びコーナーでは、バッチ作り、キーホルダー作り、スーパーボールすくいなど、子どもたちが楽しむことができ
るコーナーや家族全員で楽しめるビンゴ大会もあり、子どもたちは思い思いの作品を作り、嬉しそうに家族に見せる姿が見ら

れました。また、「虹のフェア」の最大の楽しみといえば飛騨牛肉の抽選会です。今年も飛騨牛肉のパッ
クが３０個準備され、当選を知らせる鐘が鳴るたびに大きな歓声が会場に響きました。
　飛騨地区だけがこうしたイベントを続けられているのも、学校生協に日頃からご協力いただいている
各企業（販売店）の方々や学校生協事務局を中心とした職員の皆様方のご尽力とご協力があるからだ
と感謝しております。今後もこの「虹のフェア」が飛騨地区の学校生協のメインイベントとして末永く継
続、発展していくことを願っています。

飛騨地区副運営委員長　安藤 邦寿（飛驒特別支援学校長）

　本年度も高山市のマウントエース様をお借りして、飛騨地区の虹のフェアを開催いたしました。
　前日まで天候が心配でしたが、当日は秋晴れの中たくさんの会員の皆様にご来場いただきました。実行
委員会のバザーも会員の皆様に喜んでいただきました。またビンゴ大会や福引等では、会場から歓声が聞
こえるほど盛況でした。これも協賛していただいた販売店の皆様のおかげです。ありがとうございました。
　今後もこの行事が末永く続いていくことを願っています。ご協力ありがとうございました。

第３５回飛騨地区虹のフェア実行委員長　野首 章吾（高山市立中山中学校）

※2019年度ユニセフ募金には、日枝中学校生徒会　4,577円含

新春特別企画

そうだ！京都へ・・・。
京都きものバスツアー

※お申し込みが多数の場合、抽選になりますので、
　よろしくお願いいたします。

受付完了後、当日のご案内状を送ります
お申込先 岐阜県学校生活協同組合  FAX058-272-9515

11：30 ／ 13：00 ／ 15：00 ／ 17：00
開 催 日

受付時間

TASAKI ジュエリーサロン
名古屋市中区栄３-１５-３３ 栄ガスビル3F  エスカレーター横

場　　所

2/1㊏ ・ 2/2㊐ ・ 2/15㊏ ・ 2/16㊐

20万円以上をお求めいただいたお客様へ　名古屋マリオット
アソシアホテルランチ食事券、ペアでプレゼントいたします。

2020年1月26日（日）
定員３０名　参加費無料（昼食付）

応募締切日：1月16日（木）

烏丸仏光寺
明星軒

展示
会場

南禅寺
順正

昼食
場所

TASAKI ネックレスフェア
2020年 
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岐阜県ユニセフ協会　2019ハンド・イン・ハンド募金
　岐阜県ユニセフ協会 8周年企画として１１月9日（土）ＪＲ岐阜駅・北口2
階 杜の架け橋において「2019ユニセフ　子どもの広場　ハンド・イン・
ハンド募金」が開催されました。お天気にも恵まれ、募金活動やパネル展な
ど様々な取組みが行われました。
　岐阜県学校生協も「すべての子どもに生きる
チャンスを」というユニセフのスローガンのもと、
幼い子どもたちの健やかな成長を願い2019
ハンド・イン・ハンド募金活動に参加しました。多
くの方の善意に心が温まりました。
　ご報告致しますとともに今後も、組合員の皆様
のご参加を心よりお待ちしております。

岐阜県学校生協・指定店自動車整備工場会

岐阜県学校生協・指定店自動車整備工場会は
被災地の復興を支援しています。

期　　　間 ● 2020年1月21日～3月20日（2ヶ月間）
応募券進呈 ● 3,000円以上のご利用者（利用額に応じて）
賞　　　品 ● 3月、4月の各上旬にお届け
当 選 発 表 ● 賞品のお届けをもってかえます。詳細は学校生協又は各指定店自動車整備工場会加盟店にお尋ねください。

2月
1/21～2/20　3月お届け利用期間

なみえ焼そば 3月
2/21～3/20　4月お届け利用期間

岩谷堂羊羹 中型 5本入

 2019年度「プレゼントつきセール」
毎月、抽選で30名様へ「被災地の名産品」をプレゼント

いろいろな味が楽しめる厚みも大きさも手頃なサイズの詰め合わ
せです。回進堂の羊羹は「こがす」と表現するほど高い熱をかけて
煉り上げているので、水分が少なく、コシが強い独特の食感と、な
んともコクのある味わいに仕上がります。
内容量：黒煉・くるみ・本煉・ごま・しお　各1本。　岩手県

今なお、避難指示区域の残る福島県浪江町で60年以上愛されて
きた「なみえ焼そば」の常温タイプの3食セット。2013年にB-1グ
ランプリで最優秀賞を受賞してから、知名度は一気に全国区に。
内容量：麺170g×3、ソース36g×3、ラード4g×3、一味唐辛子×3
福島県

募金の様子
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「来年は健康体で」
　11月に1週間ほど
入院の予定です。残っ
た二人の息子用に「い
ろいろ味噌汁セット」
2箱を購入。そして、自
分のためには、ずっと
使い続けている「シン
プル手帳」を買いました。来年は、健康体
で働けるよう願いをこめて…。

（岐阜市　ねこママさん）

「私の趣味 ～吹奏楽と学習講座～」
　11年前から休日を中心に、吹奏楽鑑賞
に嵌まっています。県内外の中学校・高
校・大学の吹奏楽部や一般の吹奏楽団の

演 奏 会 に
600回以
上出かけま
した。数種
類 の 楽 器

が醸し出す音の重なりや響きの美しさに
心が和み、迫力のある演奏に酔いしれて、
演奏者に精一杯の拍手を贈っています。
　今年の10月からは、地元の会館での
学習講座（日本語の読み書き、懐かしの童
謡・唱歌、気功、フッ
トセラピー）に通い
始めました。各々月
2回の開催で、教養
を高めたり心身のリ
フレッシュを図った
りしています。

（大垣市　ヨッチャンさん）

「心あたたまるボランティア」
　紅葉の季節です。
紅葉と言えば、中津
川市川上に「夕森公
園もみじ祭り」とい
うイベントがありま
す。夕森公園一帯に

見事な紅葉が広がっています。
　また、そこには坂下中学校の生徒がボ
ランティアスタッフとして参加しているは
ず。中学生の地元を愛する気持ちも垣間
見られ、心が温まると思います。

（瑞浪市　keiyouatsuさん）

「自ら出来る
　　　　身近なボランティア」
　今回の台風といい、いろいろな災害に
ボランティアに出かける人はすばらしい
なぁと思いつつ、自分はなかなか行けま
せん。せめてもの気持ちで、全くジャンル
はちがいますが、献血を長年行ってきて
います。少しでも自分が元気なうちにでき
ることをさがして、これからも行っていき
たいと思っています。

（一宮市　ももさん）
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学校生協

★組合員のひろば投稿
　　テーマは「私の健康法」、「人生を楽し
む」、「ボランティア活動」、 「私の趣味」、
「我が家のエコ大作戦」、 その他のテーマ
でもOKです。
★あたまの体操の解答
★職場・地域での話題
★学校生協だよりへの感想
★私のオススメ商品紹介
　学校生協で購入された商品でこんなところ
が気に入っています。 みなさんにも使って
もらいたい。 そんなあなたの学校生協お
ススメ商品をご紹介ください。
★ご意見・質問のお便りも受け付けています。
　職場地域での話題・学校生協だよりへの
感想・私のオススメ商品紹介は「組合員へ
のひろば」に掲載させていただく場合が
ありますので予めご了承ください。
●貴方が撮影したスナップ写真を「組
合員のひろば」で紹介します。

　簡単な説明文を添えてお送りください。

「組合員のひろば」に掲載させていただ
いた方にはお礼を差し上げます。
「あたまの体操」正解者の中から抽選で
10名様に図書カードをプレゼント致します。
尚、「あたまの体操」当選者の方々につ
きましては、学校名・お名前を掲載させ
て頂きますので、予めご了承ください。

当選者は次の方々です（敬称略）
おめでとうございます
畑中　隆
長屋　仁美
矢橋　央子
森　　直樹
富田　美貴
鈴木　恭子
杉浦　共哉
川瀬　里美
青木　洋子
畑佐　冷子

（岐阜小学校）
（常盤小学校）
（南小学校）
（潮見小学校）
（東中学校）
（神渕中学校）
（萩原南中学校）
（上石津中学校）
（退職組合員）
（退職組合員）

☆ ★ ☆ ★ おたより・クイズの応募方法 ★ ☆ ★ ☆
郵便番号・住所・組合員コード・組合員名（ご家族の場合は組合員名と
本人名）・所属所名を記して。 （匿名希望の方はペンネームを添えて）
尚、「あたまの体操」当選者の方々につきましては、学校名・お名前を
掲載させて頂きますので、予めご了承ください。
締め切り　2月10日（月）
あて先　〒500-8268　岐阜市茜部菱野4-103
　　　　岐阜県学校生協 学校生協だより係
　　　　又は応募用紙を使ってFAX 0120-72-9515
原稿は添削することがあります。原稿は返却できません。お預かりした個人情報は、
学校生協からのご連絡、賞品発送等に利用します。また、投稿いただいた原稿は、
学校生協のその他の媒体に掲載する場合があります。それ以外に、事前に承諾を
得ずに利用はしません。

あたまの体操
数独に挑戦
すう  どく

数字を探すうちに、
集中力も養えます。

ルールにしたがって、「縦・横の列、3×3のブロック
で同じ数字が重複しないように空きマスを埋めてい
く」パズルなのです。たとえば例題の、左上の3×3
のブロックに注目。ここでの5の場所は、4の下の
マスと確定できます。これ以外の空きマスは、すでに
5がある列の一部だからです。このように入れた数字
がまた新たなヒントになって、最後まで理詰めで解
けます。

●考え方●

答え

問題 二重枠のところに入る数字
の合計はいくつでしょう？

《例題》 《例題答え》
1 8 2 4 5 7 6 9 3
7 4 6 2 3 9 8 1 5
9 5 3 1 8 6 2 7 4
6 7 9 5 1 2 4 3 8
5 1 8 7 4 3 9 2 6
3 2 4 6 9 8 1 5 7
4 6 1 9 7 5 3 8 2
2 3 7 8 6 1 5 4 9
8 9 5 3 2 4 7 6 1

1 2 5 6 3
4 2 9 1

9 8 4
7 1 3

5 8 7 3 9 6
2 9 5

4 7 2
3 8 1 4

8 5 2 7 1

①空いているマスに、1から9までの数字のどれか
を入れます。
②縦列（9列あります）、横列（9列あります）、太
線で囲まれた3×3のブロック（それぞれ9マス
あるブロックが9つあります）のどれにも1から
9までの数字が1つづつ入ります。

●ルール●

No.172号の答え

たくさんのご応募ありがとうございました。

正解者は
91名

「モミジガリ」
でした。

メイキユウイリ
ガトー ツミレ
ミゾ スリ ー
コロモガエ

カ ボウ ドキ
ジジツ ウツリ
ノートパソコン

9 4 8 5
1 9 2

2 6 7
4 6 3

7 9
1 5 9

5 3 7
8 7 6

2 4 3 8
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地　　区

多 治 見

恵 那

飛 騨

退職継続

教 委 等

合 計

利用人数

392 

362 

690 

256 

45 

4,459 

利用率(%)

33.9

35.7

54.6

8.6

4.8

25.5

供給金額(千円）

1,313

1,162

1,917

1,678

233

14,788

地　　区

岐 阜 市

岐 阜

西 濃

美 濃

可 茂

利用人数

416 

523 

758 

494 

523 

利用率(%)

13.8

27.8

31.2

38.6

33.8

供給金額(千円）

1,329

1,714

2,296

1,530

1,617

※１２月途中経過の為、最終確定数値ではありません。

２０１９年 秋の全員利用運動 地区別利用状況（11/19現在）

2019年度

９月２８日(土) 学校生協会館会議室にて

引き続き、今年度最後の
2019年度 冬
全員利用運動も
是非ご利用ください。

　２０１９年度第２回商品委員会を９月２８日(土)学校生協会
館会議室にて開催しました。
　会議では、新商品の試食はもちろん、参加された商品委
員の先生すべてから活発なご意見をいただきました。今
後のチラシ掲載等に、役立てていきます。

　普段、学校現場で働いていて「個包
装のお菓子はないか」と探すだけで
したが、家庭に戻って、じっくり味わう
食品も充実していて、新たな発見を
する事ができました。自分好みの商品
を探しながら、楽しんで生協商品を購
入するのもよいかもしれません。

宮川小学校　上山諒委員 　季節やイベントに合った商品
が紹介されるので、家でチラシ
を見るのが楽しみです。
蘇原中学校　林幸恵委員　我々のために、どんな商品があった

ら良いだろうと、検討されている事が
わかります。１つ１つの商品に「こだわ
り」があり、この商品委員会の中で、
それを教えていただける事が嬉しい
です。私が知った事を、他の職員にも
広めていきたいなと思います。
古川小学校　川合崇之委員

　割干大根ぽり×２は、いろいろな味が
あって食べ飽きない！ぽりぽり感は、裏
切らない！　個人的には、梅酢味がさっ
ぱりして、お茶うけにピッタリ。まるご
ともっちりいもは、さつまいもの甘さが
強くもちもち！まるごとの皮付きで、皮
がいいアクセントになっています。
伊自良中学校　大野栄美子委員

　学校生協のチラシは、季節感が
感じられるようになっています。冬
になるとチョコレートが増えたり、
夏には夏バテ防止の物が多くなっ
たりと、季節を楽しみながらチラシ
を見るのもいいと思います。
旭ヶ丘中学校　永田直紀委員

　「これ、おいしかったよ」という口コ
ミで、学校生協の輪が広がっていると
感じました。使ってみてよかった、食べ
てみておいしかった情報を交換し合っ
て、輪をひろげようと思います。
八幡小学校(揖斐郡)　竹中公香委員

　どの商品も材料を吟味して使
用されており、自然の野菜などが
そのまま入っています。安全性を
第一に考え、おいしくいただける
ように工夫されています。
大和小学校　高橋恵子委員

　生協の商品は、国産物や原
材料にこだわって作ってある
ので、安心して食べられます。
これだけ材料で、手間をかけ
て価格も抑えめなのがうれし
いです。
神岡小学校　渡邉洋子委員

　素材本来のおいしさを感じることが
出来る商品がたくさんあります。甘い
もの、ガツンとした味のものもおいし
いですが、薄味のものは、小さい子か
らお年寄りまで、安心して食べられま
す。少し高くても、選びたいなあと思い
ます。
中央中学校(各務原市)　石垣敦子委員

　割高だと思う調味料などは、化学薬
品などを使わず、昔ながらの製法で作
られている為なんだと知りました。安
全安心で、こだわりの味をいただける
事に感謝です。

第二中学校　菰田貴子委員

　チーズインスナックは、中のクリーム
が濃厚で、コーヒーにはもちろん、ワイ
ンにも合いそうです。個包装になった
お菓子が、色々有ります。職場等、皆さ
んでシェアしてみては、いかがですか。

泉小学校　小木曽瑞枝委員

　ＺＥＮＴＡの金のポタージュは、玉ねぎ
の甘みと、チーズの濃厚感が味わえま
す。安全で美味しい商品だけでなく、学
校生協オリジナル商品も、たくさんあり
ます。ぜひ、学校生協を利用してみてく
ださい。

赤坂小学校　阿部隼門委員

　いろいろな商品を試食して、お気に
入り商品がドンドン増えてきました。商
品委員会で選ぶ商品は、間違いなくお
いしいので、皆さんも是非、お試しくだ
さい。

興文中学校　寒田敬子委員

淡路島の
フルーツ玉ねぎの
甘みがとても良い。
チーズが濃厚で
美味しい。

商品委員の皆さんが選んだ
美味しかった商品

ＺＥＮＴＡの金のポタージュ
規格：１８.７ｇ×１２袋　賞味期限：３６５日

割干大根ポリ×２
規格：６０ｇ×３Ｐ　賞味期限：１２０日

まるごともっちりいも
規格：８０ｇ　賞味期限：１２０日

チーズインスナック
規格：１０ｇ×３０袋　賞味期限：１８０日

一口サイズが◎。
開けてしまったら、
止まらなくなるの
間違いなし。

砂糖など
全く使っていない、
芋本来の
やさしい味。

濃厚なチーズと
サクサク食感は、
お酒のつまみに
ピッタリ。
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	05_生協だより173冬
	06_生協だより173冬
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